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第７章 基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等 

７-１ 改修等の整備水準 

対象施設の実態や整備の基本的な方針を踏まえ、統一的方針として今後の長寿命化改修

等の方針及び整備水準例を以下のように設定します。なお、実際の対象施設の更新や改修

の際には、本計画において設定した方針及び整備水準例をもとに具体的な検討を行います。 

表・長寿命化改修等の方針 

機能性 将来の機能向上や用途変更、再編等への対応力・柔軟性等 

耐久性 耐候性、ライフサイクルコストへの配慮等 

メンテナンス性 点検・維持管理・改修更新等の容易性等 

環境への配慮 環境負荷低減・省エネルギー等 

敷地全体の安全性 
主な建物の改修周期に合わせた附属建物及び工作物の適切な修

繕･更新等 

 

表・長寿命化改修等における整備水準例 

外部仕上げ 耐候性を持つ塗装、複層ガラスの設置等 

内部仕上げ 内装の全面更新、木質化、トイレのドライ化等 

電気設備 ＬＥＤ照明への変更等 

機械設備 省エネ型機器への交換、雨水・中水利用等 

附属建物･工作物 耐候性･メンテナンス性が向上する改修等 

 

また、前述の整備水準のほかに、現状として対応し切れていない社会的要求への対応を、

対象施設の更新や改修の際には、できる限り応えていく必要があります。そうした社会的

要求については、対象施設の更新及び改修の際に合わせて検討していきます。 

表・その他個別に検討が必要な事項 

ユニバーサルデザイン エレベーター、多目的トイレ、思いやり駐車場の設置等 

防犯・防災機能 
防犯カメラ、自家発電設備、かまどベンチ、マンホールトイレ、

無停電電源装置の設置等 
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７-２ 維持管理の項目・手法等 

今回実施した図の「劣化状況調査票」を点検項目として、１年ごとに点検を実施すると

ともに、建築基準法第 12条第２項に準じた定期点検を３年ごとに実施するよう努めます。 

図 劣化状況調査票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




